
第１章　計画の策定に当たって

１　計画策定の趣旨

２　計画の期間等

３　高齢者健康福祉圏域等

４　関連計画との連携

この章では、京都府高齢者健康福祉計画の策定趣旨、計画の期間、高

齢者健康福祉圏域の設定等、京都府高齢者健康福祉計画の基本的な事

項について説明します。
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第１章 

（１）趣 旨

■ 我が国の高齢化は世界に例を見ない速さで進行し、これまでに経験したことのない超高

齢社会を迎えています。2025（令和７）年にはいわゆる「団塊の世代」が後期高齢者とな

り、2040（令和 22）年には「団塊ジュニア世代」が高齢者となって、高齢者人口がピーク

を迎えると予測されています。また、高齢者人口の急増に加え、一人暮らし高齢者や高齢

者のみの世帯の増加、認知症高齢者の増加、これらに伴う要介護等認定者の増加、また少

子化の進行による現役世代の減少など、厳しさを増す状況の中で、京都府としては、高齢

になっても、生きがいを持って活躍でき、支援が必要になっても安心して生活できる社会

を、それぞれの地域の実情に応じて構築することが重要であると考えています。 

■ そのため、第８次京都府高齢者健康福祉計画では、高齢者健康福祉に関する総合計画と

して、「高齢になっても、住み慣れた地域でそれぞれの状態や環境に応じて自分らしく生き

ることができるよう、2025（令和７）年に向けて、地域包括ケアシステムをさらに推進し、

府内の隅々まで行き渡ることを目指す」すなわち「地域包括ケアシステムの一層の推進」

を基本的な政策目標に位置づけ、「地域包括ケア３大プロジェクトの一層の推進」をはじめ

とする、５つの重点課題を中心とした各種施策を推進してきたところです。 

■ 2021（令和３）年度から 2023（令和５）年度までが計画期間となる第９次計画において

は、これまでの取組の成果を踏まえ、京都地域包括ケア推進機構を中心とした地域包括ケ

アの一層の推進や、高齢者の在宅生活を支えるための基盤整備、介護予防・生活支援の充

実、人材の確保、多様な住まいの整備など、超高齢社会に対応するための様々な施策を網

羅しています。 

■ また、一人ひとりの夢や希望が全ての地域で実現できる京都府をめざして、2019（令和

元）年 10 月に策定した京都府総合計画（京都夢実現プラン）、2020（令和２）年度に中間

見直しが行われた「京都府保健医療計画」等との整合を図りながら、各市町村における「介

護保険事業計画（老人福祉計画を含む）」の推進を広域的視点から支援することとしていま

す。 

第１章 計画の策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨 
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第１章 

（２）京都府高齢者居住安定確保計画の策定について

■ 高齢者が安心して暮らせる住まいの確保は、地域包括ケアの推進において非常に重要な

課題です。 

  今回の計画策定にあたっては、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、京都府

高齢者居住安定確保計画（以下、「居住計画」という。）を、本計画と一体的に策定するこ

ととしています。 

（計画期間：2021（令和３）～2023（令和５）年度） 

■ この計画において、居住計画に位置づける部分は、以下のとおりです。また、居住計画

の位置づけ、目標等については、主たる章である「第１３章 高齢者が安心して暮らせる

多様な住まい（施設・住宅）の整備」において記載しています。 

【居住計画に位置づける部分】 

（３）法令等の根拠

■ この計画は、「老人福祉計画」（老人福祉法第２０条の９）、「介護保険事業支援計画」（介

護保険法第１１８条）及び「高齢者居住安定確保計画」（高齢者の居住の安定確保に関する

法律第４条）を一体的に定めています。 

■ また、各市町村においては「介護保険事業計画」が策定されています。

第１章  計画の策定に当たって 

第２章  高齢者をめぐる主な現状と課題（一部） 

第３章  第８次計画の取組状況（一部） 

  第４章  基本的な政策目標と重点課題 

重点課題５ 

高齢者が安心して暮らせる多様な住まい（施設・住宅）の整備 

第５章  高齢者に対する適切な介護保険サービス等の提供 

第９章  高齢者の在宅療養を支える介護保険サービス等の充実と医療・介護の連携

促進 

第１０章 介護予防・健康づくりの充実と高齢になっても生きがいを持って活躍でき

る地域づくり 

第１１章 高齢者の安心・安全な日常生活を支える取組の推進 

第１２章 地域包括ケアを支える人材の確保・育成・定着 

第１３章 高齢者が安心して暮らせる多様な住まい（施設・住宅）の整備 
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第１章 

（１）計画の期間

■ 2021（令和３）年度から 2023（令和５）年度までの３か年計画です。

（２）ＰＤＣＡの推進による計画の進捗管理

■ 本計画では、計画の進捗状況を把握し、施策の成果を評価するための指標を設定するこ

とにより、ＰＤＣＡサイクルを推進して取組の改善を図ります。（図表１－１） 

■ 計画の評価及び見直しに当たっては、京都府高齢者サービス総合調整推進会議において、

有識者や関係団体から意見を聴取し、計画の円滑な推進を図ります。 

■ この計画は、法令に基づき３年ごとに見直しを行うこととし、次回は 2024（令和６）年

度から３か年の計画を策定することとなります。 

【図表１－１ ＰＤＣＡサイクルの推進例】 

２ 計画の期間等 
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第１章 

   

 

 

 

（１）高齢者健康福祉圏域 

 

■ 市町村の区域を越えた広域的な見地から、各市町村間で均衡のとれた介護・福祉 

 サービス供給体制の確保を図るため、従来と同様に６つの高齢者健康福祉圏域を 

 設定します。（図表１－２） 

 

■ これらの圏域は、保健・医療・福祉の連携を図る観点から、医療法（昭和２３年 

 法律第２０５号）に基づく京都府における２次医療圏と整合を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 高齢者健康福祉圏域等 
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第１章 

【図表１－２ 京都府の高齢者健康福祉圏域】 

圏域名 市町村 

丹後 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 

中丹 福知山市、舞鶴市、綾部市 

南丹 亀岡市、南丹市、京丹波町 

京都・乙訓 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町 

山城北 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 

山城南 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 

京都・乙訓 

中  丹 

山 城 南 

山 城 北 

南  丹 

丹  後 

京丹後市 

伊根町 

宮津市 

与謝野町 

宮津市 
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舞鶴市 
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京丹波町 

南丹市 

亀岡市 

京都市 

向日市 

長岡京市 

大山崎町 宇治市 
久御山町 

八幡市 
城陽市 宇治田原町 

井手町 京田辺市 

木津川市 
精華町 

和束町 

笠置町 
南山城村 
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第１章 

（２）日常生活圏域

■ 「日常生活圏域」とは、高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活で

きるように、地理的条件・人口・交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービス

を提供するための施設の整備状況などを総合的に勘案し、介護保険法第１１７条第２項の

規定により各市町村の介護保険事業計画で設定するものです。 

■ 地域包括ケアの取り組みを進めるに当たっては、各市町村においてそれぞれの地域特性

に応じた「日常生活圏域」を設定した上で、概ね３０分以内に必要なサービスが提供され

ることが可能な日常生活圏域内（具体的には中学校区を基本）において、地域で高齢者を

支えるネットワーク構築を進める必要があります。 

■ 京都府では、高齢者のワンストップ窓口となる地域包括支援センターが、日常生活圏域

毎に適正に配置され、当該センターを中心に、地域におけるネットワーク構築が進むよう、

市町村への働きかけや支援を行っていきます。 

■ 京都府保健医療計画や京都府地域福祉支援計画、京都府住生活基本計画、また京都府障

害福祉計画等、関連計画と整合を図るとともに、これらの計画に基づく施策と十分に連携

し、取組を推進します。 

４ 関連計画との連携 
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